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小売業者への立入検査について



家電リサイクル法に基づく立入検査の実施状況
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○ 国は、毎年度、小売業者（インターネット販売事業者・通信販売事業者を含む。）に家電リサイ
クル法に基づく立入検査を実施するとともに、その実施状況を公表し、家電リサイクル法の適切
な施行に努めている。

○ アクションプランの取組目標も踏まえ、経済産業局及び地方環境事務所において、平成29年
度は475件の立入検査を実施（平成28年度は452件）。

○ 平成30年度は、家電リサイクル法に基づく立入検査等の特別強化年度と位置付けて、小売業
者の義務履行について一層の徹底を図っており、１年間の立入検査実施件数も大きく増加する
見込み。

〇 平成30年９月26日には、家電4品目のインターネット販売を行う事業者をはじめとした小売業
者（20店舗）に対して全国で一斉に立入検査を実施した。

立入検査件数 475件

うち指導等を行った件数 282件

平成29年度立入検査件数（事業者ベース）
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家電リサイクル法に基づく勧告について

○ 立入検査等の結果、重大な家電リサイクル法違反が判明した小売業者については、家電リサイ
クル法に基づき勧告等を実施し、社名を含む事実関係等を公表している。

○ 平成30年度は、これまでに５社に対して勧告を実施した。

勧告日 勧告を受けた小売業者

平成29年度 平成29年10月31日 小売業者１社

平成30年度

平成30年 ６月12日 小売業者１社（小売業者に該当する引越業者）

平成30年 ７月 ５日 小売業者３社（うち２社はインターネット販売を

行う者）

平成30年 ７月31日 小売業者１社（小売業者に該当する引越業者）
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インターネット販売事業者・通信販売事業者
への対応について



インターネット販売事業者・通信販売事業者への対応の概要

○ 家電４品目の販売チャネルとして、インターネット販売事業者・通信販売事業者による販売が増
加していると考えられる。
※民間の調査では、平成28年の家電４品目に係る販売のうち、エアコン：４％、テレビ：13％、冷蔵庫：７％、洗濯機：６％がインターネット販売によ
るものであったとのデータもある（平成29年度の審議会に御報告したデータ）。

○ 経済産業省・環境省においては、平成28年度以降、インターネット販売事業者・通信販売事業
者への取組を強化しており、平成30年度はさらに踏み込んだ取組を進めた。

 平成30年度の取組

◆ 経済産業省において、インターネット販売
モールサイト上の店舗について義務の履行
状況に関する実態調査を実施し、各モール
サイトの状況を確認

◆ 上記調査結果を踏まえ、各店舗に対して行
政指導を実施し、モールサイト運営事業者と
連携して対応

◆ 引き続き、インターネット販売事業者・通信
販売事業者向け説明会を開催（関東・近畿）

◆ インターネット販売事業者・通信販売事業者
への周知や立入検査を継続しており、重大な
義務違反に対しては勧告を実施（３頁参照）

 平成28年度・平成29年度の取組

◆ 平成28年度、経済産業省においてイ
ンターネット販売事業者・通信販売事
業者の義務の履行状況に関する実態
調査を実施

◆ インターネット販売事業者・通信販売
事業者向け説明会を開催（H28：関東・
近畿で合計３、H29：関東・近畿・九州）

◆ 引き続き、インターネット販売事業者・
通信販売事業者への立入検査を実施

◆ インターネット販売事業者・通信販売
事業者に向けた周知を行っているほか、
立入検査等の結果を踏まえ個別の指
導を実施 5



⑧警告を続けても
対応しない小
売業者につい
てはストア一時
閉鎖を実施

インターネット販売モールサイト運営事業者と連携した指導の実施

○ 経済産業省・環境省では、今年度、インターネット販売モールサイト運営事業者と連携し、イン
ターネット販売モールサイト上で家電４品目の小売販売を行っている小売業者に対して、指導を実
施し、小売業者の義務履行状況の改善を図った。

出店事業者
（小売業者）

モールサイト運営事業者
（小売業者ではない）

経済産業省・環境省

①経済産業省委託調査により、小売業者を抽出し、店舗別の
義務履行状況をリストアップ

②委託調査において収集運搬料金の表示が全く無いとされ
た小売業者に対して、行政指導を実施

③モール内の抽出店舗別の義務履行状況のリストアップ結果
を通知し、協力を依頼

④両省の行政指
導に対応する
よう警告を個
別に実施

⑤改善を図りその結果を報告

⑥報告内容について、画面上分かる範囲においては正しいか
を経済産業省で個別に確認（不十分であれば再度指摘）

⑦報告を行わない事業者がいる場合、経済産業省で収集運
搬料金の表示状況を再度確認し、引き続き違法のおそれ
がある場合はモールサイト運営事業者に対応を依頼
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インターネット販売モールサイト運営事業者と連携した指導の結果

平成30年５月調査 モールＡ モールＢ モールＣ

抽出店舗数 400店舗 343店舗 248店舗

家電リサイクルの収集運搬料金の表示あり
店舗数

18店舗
（約４％）

127店舗
（約37％）

59店舗
（約24％）

家電リサイクルの収集運搬料金の表示なし
店舗数（表示義務違反のおそれあり）

382店舗
（約96％）

216店舗
（約63％）

189店舗
（約76％）

収集運搬料金の表示 173店舗 135店舗 103店舗

家電４品目の販売の取りやめ（店舗自体
の閉店等を含む）

200店舗 81店舗 77店舗

モール運営事業者による出品停止措置中 ９店舗 ０店舗 ９店舗

残り ０店舗 ０店舗 ０店舗

指導対象となった店舗の10月31日時点の状況

382店舗への行政指導 216店舗への行政指導 189店舗への行政指導

※収集運搬料金については、買替時の引取りに係る収集運搬料金で集計した。
※「収集運搬料金の表示」には、表示が行われたものの、基本的な配送エリア内の一部地域に係る収集運搬料金が未表示であるなど体制構築途上であるものを含む。
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引越業者・解体工事業者関係について
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引越業者関係について

〇 引越業者に対しては、家電４品目の適正な扱いについて、引越業者向けのリーフレット等を通じ
て周知してきたところ。

○ 平成30年６～７月に、引越業者であって家電リサイクル法上の小売業者に該当するものに対す
る勧告が２件発生したこと（３頁参照）を踏まえ、経済産業省・環境省では、引越業者の団体の協
力の下、全国で引越業者向け家電リサイクル法等の説明会を開催している（合計11回開催予定）。
全11回中７回を終えたところであり、現在までに累計572人が出席。

〇 説明会では、環境省から廃棄物処理法の説明も行い、廃棄物全体の扱いも周知している。

〇 また、説明会中では、制度や義務履行の説明を行うだけではなく、引越業者から引っ越しの顧客
に対して適正な排出を呼びかけるよう協力を依頼しており、引越業者から顧客に対して呼びかけ
るための資料などについても説明会で示している。

説明会資料抜粋
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解体工事業者関係について

〇 解体工事業者については、一般的には、家電リサイクル法上の小売業者には該当しない者が多
いと考えられるため、建築物解体時の残置物としての廃家電４品目について、解体工事業者にお
いて不適正な処理を行わないことや、所有者による適正排出を求めるリーフレットを作成し、周知
を行っている。

〇 当該リーフレットは、都道府県等や解体工事業者の団体を通じて、各事業者に展開している。

リーフレット表面 リーフレット裏面


